














2

３ 計画の期間

この計画は、2019年度を初年度とし、2023年度までの5年間を計画期間として策定しました。

その後、中間年にあたる2021年度に見直しを行い、直近の実績値及びそれに基づいた最新の

傾向を分析し、「 第２章 対応実績の統計からみた現状」及び「 第４章 施策の展開」 を改訂し

ました。

また、計画期間満了の2023年度では、各施策所管課において計画の進捗状況等の評価を実施

し、計画に掲げる各取り組み内容と実情について、「 実情と大きな乖離はない」 と評価されまし

た。

今後の計画の在り方を再検討したところ、市の実情に即した計画であると評価・ 検証を実施

していることと、今まで１課（ 旧称： 福祉の窓口課） で所管していた「 虐待」 に関する事務分

掌が、2023年度の組織改編に伴い、３課（ 児童虐待： こども家庭課、高齢者虐待：介護福祉課、

障がい者虐待： 障がい福祉課） に分散されたことから、2026年度まで計画期間を延長し、2024

年度以降は、各所管課が策定する計画に「 虐待」 の施策項目を随時盛り込み、この計画に掲げ

る施策を切れ目なく引き継いで行く こととしました。

また、「 ＤＶ」 の施策項目については、現行の「 富津市男女共同参画計画」 に掲げる具体的取

組を変更し、施策の進行管理を行います。

なお、今後、国の基本方針等が見直された場合や社会情勢の変化や計画の進捗状況等によっ

ては、必要に応じて見直しを行います。
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富津市DV・虐待防止計画

富津市子ども・子育て支援事業計画

【2025年度から「児童虐待」項目を追加】

介護保険事業計画・高齢者福祉計画

【2024年度から「高齢者虐待」項目を追加】

障害福祉計画・障害児福祉計画

【2027年度から「障がい者虐待」項目を追加】

いきいきふっつ障がい者プラン(第３次基本計画)

【2027年度から「障がい者虐待」項目を追加】

富津市男女共同参画計画

【2027年度から「具体的取組」を変更】


































































































